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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
元
首
相
補
佐
官
の
辺
野
古
の
海
の
砂
地
等
発
言
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
五
六
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
及

び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
こ
と
は
、
沖
縄
県
名
護
市
辺
野
古
地
先
（
以
下
「
辺
野
古
地
先
」
と
い
う
。
）
の
海
域
に
つ

い
て
は
、
ハ
マ
サ
ン
ゴ
属
等
の
サ
ン
ゴ
類
の
ほ
か
、
魚
類
、
貝
類
、
藻
類
等
の
生
物
の
生
息
及
び
生
育
が
確
認
さ
れ
て
い
る

と
い
う
事
実
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
生
物
が
生
息
及
び
生
育
し
て
い
る
事
実
関
係
を
述
べ
た
こ
と
を
も
っ

て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
「
辺
野
古
の
海
」
の
保
護
の
必
要
性
を
認
め
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の

で
は
な
い
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

は

辺
野
古
地
先
の
海
草
藻
場
に
お
け
る
ジ
ュ
ゴ
ン
の
食
み
跡
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し

た
と
お
り
、
平
成
十
四
年
度
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
間
は
、
明
瞭
な

も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
辺
野
古
地
先
以
外
の
海
域
に
つ
い
て
は
、
防
衛
省
沖
縄
防
衛
局
が
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
八
日
に
沖
縄
県
知
事

一



に
送
付
し
、
同
月
二
十
七
日
か
ら
公
告
し
、
縦
覧
に
供
し
た
「
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価

書
」
に
お
い
て
、
辺
野
古
地
区
（
大
浦
湾
西
部
）
、
大
浦
湾
奥
部
及
び
嘉
陽
地
区
の
海
草
藻
場
で
食
み
跡
が
確
認
さ
れ
て
い

る
旨
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
年
か
ら
平
成
二
十
六
年
ま
で
に
、
普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
の
実
施
に
当

た
っ
て
、
周
辺
環
境
へ
の
影
響
の
程
度
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
適
切
な
環
境
保
全
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
目
的

に
、
同
局
が
実
施
し
て
い
る
環
境
監
視
調
査
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
水
域
生
物
等
の
調
査
（
以
下
「
水
域
生
物
等
調
査
」
と

い
う
。
）
に
お
い
て
も
辺
野
古
地
区
（
大
浦
湾
西
部
）
及
び
嘉
陽
地
区
の
海
草
藻
場
で
食
み
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
か
ら
平
成
二
十
六
年
ま
で
行
っ
て
き
た
水
域
生
物
等
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る

情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
あ
れ
ば
適
切
に
対
応
し
て
き
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
年
分
の
水
域
生
物
等
調
査
の
結
果
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

水
域
生
物
等
調
査
の
調
査
範
囲
は
、
名
護
市
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
沿
岸
域
及
び
沖
縄
本
島
周
辺
海
域
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
環
境
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
に
か
け
て
沖
縄
本
島
周
辺
及
び
本
島
に
比
較
的

二



し
よ

近
い
島
嶼
の
海
草
藻
場
に
つ
い
て
実
施
し
た
「
ジ
ュ
ゴ
ン
と
藻
場
の
広
域
的
調
査
」
の
結
果
に
基
づ
き
、
ジ
ュ
ゴ
ン
が
餌
場

と
し
て
利
用
し
て
い
る
頻
度
が
高
い
古
宇
利
海
域
、
済
井
出
海
域
、
嘉
陽
海
域
の
三
つ
の
海
域
を
対
象
に
、
ジ
ュ
ゴ
ン
の
食

み
跡
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
り
、「
恣
意
的
に
民
主
主
義
を
捻
じ
曲
げ
、

言
論
の
自
由
と
混
同
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

七
に
つ
い
て

環
境
省
に
お
い
て
は
、
自
然
環
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
然
環
境

に
関
す
る
基
礎
調
査
を
、
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
植
生
、
動
植
物
の
分
布
、
干
潟
、
藻
場
、
サ
ン
ゴ
礁
等
の
調
査
項
目
別
に

辺
野
古
地
先
の
海
域
を
含
む
日
本
全
国
に
お
い
て
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
調
査
手
法
及
び
調
査
結
果
に
関
す
る
情
報

に
つ
い
て
は
、
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
同
省
に
お
い
て
は
、
環
境
影
響
評
価
等
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
結
果
を
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
に
お
い
て
公
表
す
る
と
と
も
に
、
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
、
同
法
第
二
十

三



二
条
の
規
定
に
基
づ
く
自
然
環
境
保
全
地
域
の
指
定
並
び
に
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
五
条

の
規
定
に
基
づ
く
国
立
公
園
及
び
国
定
公
園
の
指
定
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
指
定
さ
れ
た
地
域
に
関
す
る
計
画
の
決
定
又
は
見

直
し
等
の
施
策
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
環
境
の
適
正
な
保
全
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


